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ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
人　

事　

課
）　
　

一

〇
宮
城
県
薬
物
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

（
薬　

務　

課
）　
　

一

〇
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
職
業
能
力
開
発
校
の
入
学
選
抜
者
手
数
料
等
の
特
例
に

　

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
産
業
人
材
対
策
課
）　
　

二

〇
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
農
業
大
学
校
の
寄
宿
舎
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則 

（
農
業
振
興
課
）　
　

二

訓　

令　

甲

〇
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
人　

事　

課
）　
　

二

規　
　
　

則

　

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
六
号

　
　
　

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
四
条
薬
務
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

五　

薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

　

別
表
第
二
宮
城
県
薬
事
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

宮
城
県
指
定

薬
物
審
査
会

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第

六
十
八
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
に
関
す

る
事
項
の
調
査
審
議
に
関
す
る
こ
と
。

同

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。　

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
七
号

　
　
　

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

　

（
趣
旨
）

第 

一
条　

こ
の
規
則
は
、
宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
八
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
告
示
）

第
二
条　

条
例
第
十
三
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
指
定
の
効
力
が
生
ず
る
日
と
す
る
。

　

（
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
失
効
の
告
示
）

第
三
条　

条
例
第
十
四
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
る
日
と
す
る
。

　

（
身
分
証
明
書
の
様
式
）

第
四
条　

条
例
第
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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東
日
本
大
震
災
に
伴
う
職
業
能
力
開
発
校
の
入
学
者
選
抜
手
数
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
八
号

　
　
　

 

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
職
業
能
力
開
発
校
の
入
学
者
選
抜
手
数
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

　

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
職
業
能
力
開
発
校
の
入
学
者
選
抜
手
数
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
宮
城

県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
農
業
大
学
校
の
寄
宿
舎
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
九
号

　
　
　

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
農
業
大
学
校
の
寄
宿
舎
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
農
業
大
学
校
の
寄
宿
舎
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
五
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓　

令　

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
九
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

別
記
様
式
（
第
４
条
関
係
）

表
面

8.5セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
第
　
　
　
号

身
　
分
　
証
　
明
　
書

　
所
　
属

　
職
　
名

　
氏
　
名

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生

　
上
記
の
者
は
，
宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例

（
平
成
27年
宮
城
県
条
例
第
68号
）
第
16条
第
２
項
の
規
定
に
よ

り
立
入
調
査
等
を
行
う
職
員
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

 
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
発
行
　

　
宮
城
県
知
事
 

印
　
　
　

5.3センチメートル

裏
面

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
27年
宮
城
県
条
例
第
68号
）
抜
粋

　
（
立
入
調
査
等
）

第
 16条
　
知
事
は
，
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
，
知
事
指
定
薬
物
若
し
く
は
こ
れ

に
該
当
す
る
疑
い
の
あ
る
物
（
以
下
「
知
事
指
定
薬
物
等
」
と
い
う
。）
を
製
造
し
，
栽
培
し
，

販
売
し
，
授
与
し
，
所
持
し
，
広
告
し
，
若
し
く
は
使
用
し
，
告
示
禁
止
物
品
を
使
用
し
，
又
は

前
条
第
６
号
の
場
所
を
提
供
し
，
若
し
く
は
提
供
の
周
旋
を
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
必
要

な
報
告
又
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
 　
知
事
は
，
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
，
そ
の
職
員
に
，
知
事
指
定
薬
物
等
を

業
務
上
取
り
扱
う
場
所
そ
の
他
必
要
な
場
所
に
立
ち
入
ら
せ
，
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
調
査

さ
せ
，
関
係
者
に
質
問
さ
せ
，
又
は
試
験
の
た
め
必
要
な
最
少
分
量
に
限
り
知
事
指
定
薬
物
等
を

収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
（
略
）

４
 　
前
２
項
の
場
合
に
お
い
て
，
第
２
項
の
職
員
は
規
則
で
，
前
項
の
警
察
職
員
は
公
安
委
員
会
規

則
で
定
め
る
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
，
関
係
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
，
こ
れ
を

提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
 　
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
，
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈

し
て
は
な
ら
な
い
。

写　　　　　真
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事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。　

　

別
表
第
一
保
健
福
祉
部
長
の
薬
務
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

七 　

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る

次
の
こ
と
。

　
　

イ　

知
事
指
定
薬
物
の
指
定
及
び
そ
の
告
示
並
び
に
宮
城
県
指
定
薬
物
審
査
会
の
意
見
の
聴
取
（
第
十
三
条
）

　
　

ロ　

知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
失
効
の
告
示
（
第
十
四
条
）

　
　

ハ　

宮
城
県
指
定
薬
物
審
査
会
委
員
の
任
命
（
第
二
十
一
条
）

　

別
表
第
一
薬
務
課
長
の
専
決
事
項
の
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
を
第

十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

九　

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　
　

イ　

宮
城
県
指
定
薬
物
審
査
会
へ
の
報
告
（
第
十
三
条
）

　
　

ロ　

報
告
等
の
徴
収
、
立
入
調
査
、
質
問
及
び
収
去
（
第
十
六
条
）

　
　

ハ　

製
造
等
の
禁
止
に
違
反
し
た
者
に
対
す
る
警
告
（
第
十
七
条
）

　
　

ニ　

製
造
中
止
等
の
命
令
（
第
十
八
条
）

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。
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